奥武蔵アマチュア無線クラブ定款
第１章　　　　総　　則
名　　　称

　第１条　　本クラブは、奥武蔵アマチュア無線クラブと称し、奥武蔵クラブと
　　　　　　略称する。

事　務　所
　第２条　　本クラブの事務所を、会長、副会長または、役員宅に置く。

クラブの目的

　第３条　　本クラブは、飯能市、及びその周辺地域におけるアマチュア無線の健全

なる発達を図り、クラブ員相互の友好を増進し、合わせて、無線科学な
らびに、文化の向上と発達に寄与することを目的とする。

事　　　業

　第４条　　本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

　　　　　　　1．クラブ局の運営

　　　　　　　2．クラブミーティングの開催

　　　　　　　3．非常無線通信に関する団体に協力
　　　　　　　4．公開実験ならびに移動実験
　　　　　　　5．講習会開催
　　　　　　　6．その他、本クラブの目的達成に必要な事業
　　　　　　　
事業年度

　第５条　　本クラブの事業年度は、毎年４月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

　　　第2章　　　　ク　ラ　ブ　員

クラブ員の種別

　第6条　　クラブ員を分けて、次の２種類とする。

　　　　　　　1．正クラブ員

　　　　　　　2．特別クラブ員（名誉会員、顧問）

正クラブ員

　第7条　　正クラブ員は、電波法に規定するアマチュア無線局の免許を有する者、及び
　　　　　　アマチュア無線に熱意を有する者とする。

特別クラブ員

　第８条　　特別クラブ員は、本クラブに功労のあるもので役員会で推薦された者とする。

入　　　会

　第９条　　本クラブの正クラブ員になろうとする者は、本人の届出でによって申込み、

　　　　　　役員会の承認を得なければならない。

会　　　費

　第１０条　正クラブ員は、規定の会費を納入しなければならない。
　　　　　　　但、　役員会で認める者は、会費の一部、もしくは全額を免除する。

　　　　　　特別会員は、会費を徴収しない。

　　　　　　既納の会費は返還しない。

第１１条　会費の金額は、総会において定める。

会員資格の喪失

　第１２条　正クラブ員は、次の事由によってその資格を失う。
　　　　　　　1．退会

　　　　　　　2．死亡

　　　　　　　3．除名

退　　　会

　第１３条　正クラブ員が退会しようとする時は、書面に理由を付して会長に届出なければ

ならない。

　　　　　　　1．会費を毎年6月末日までに納入しない正クラブ員は退会したものと見なす。
第3章　　　　役　　員

会長、副会長

　第１4条　本クラブは、会長、及び副会長をそれぞれ1名置く。

　　　　　　　1．会長、副会長は、正クラブ員でなければならない。 

　　　　　　　2．会長、副会長は、正クラブ員の投票により選出する

　　　　　　　
役員の数及び選任

　第１5条　本クラブに、次の役員を置く。

　　　　　　　会計監査　1名、会計　1名、企画委員　5名以内

　　　　　　　1．役員（会計監査を除く）は、会長が推薦し総会の議を経て選任する。

　　　　　　　2．会計監査は、正クラブ員の投票により選出する。

任　　　期

　第１６条　会長、副会長及び役員の任期は２年とし、総会において就任し退任する。

　　　　　　　但、再任は妨げない。

　　　　　　　1．会長、副会長及び役員に欠員が生じた場合は補選し任期は前任者の
　　　　　　　　 残任期間とする。

第4章　　　　会　　　議

会議の種類

　第１７条　会議は総会、役員会、その他とする。

総　　会

　第１８条　総会は分けて、定期総会及び臨時総会とする。

　　　　　　　1．定期総会は、事業年度終了後開催する。
　　　　　　　2．臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

　　　　　　　　(1)　役員会が必要と認めた時。

　　　　　　　　(2)　正クラブ員の多数の者より、会議の目的を明示して、役員会に

　　　　　　　　　　請求があった時、臨時総会を招集しなければならない。

総会の招集

　第１９条　会長は、総会の招集に際しては、会議の目的、その他を明示した書面により、

　　　　　　開催2週間前までに通知しなければならない。

決議の方法

　第２０条　正クラブ員の１／３以上の出席がなければ議事を開くことができない。
　　　　　　　1．正クラブ員は、議決権の行使を他の出席正クラブ員に委任することが

できる。　（委任は出席したものとみなす）

　　　　　　　2．総会の議決は、出席正クラブ員の過半数をもって決定し、可否同数の

時は、議長が決定する。

　　　　　　　3．定款の改廃は、前項の規定にかかわらず、出席正クラブ員の２／３以上
　　　　　　　　 をもって決議しなければならない。

　　　　　　　4．本条における正クラブ員とは、定期総会においては毎年3月１０日、

　　　　　　　　 臨時総会においては、開催日の30日前においてクラブ員名簿に記載

され、且つ会費を納めた者をいう。

役員会

　第２１条　役員会は、会長、副会長、役員で構成し、必要に応じて開く。

　第２２条　役員会は、本クラブの運営に必要な事項を定め審議決議し総会に対し責任を

負う。

第２３条　役員会は、役員の半数以上の出席がなければ成立しない。又、議決は、出席

役員の過半数で決定し、可否同数の時は会長が決定する。

企画室

　第２４条　企画室は企画委員により構成し、クラブ運営に必要な事項を企画し、役員会

に諮り実施する

　　　第５章　　　　資　　　産

資産及び運用

　第２５条　クラブの資産は次のものよりなる。

　　　　　　　1．クラブ会費
　　　　　　　2．有志者よりアマチュア無線奨励の為の寄付
　　　　　　　3．その他の収入
　　　　　　　

　第２６条　本クラブの資産の管理及び運用は、役員会の決議を経て会長が行う。
　第２７条　クラブの会計は、総会の承認を必要とする。

会計年度

　第２８条　本クラブの会計年度は、第５条に定める事業年度による。

　　　　第６章　　　　そ　の　他

細　　則

　第２９条　本定款に必要な細則を制定し、又は改廃する時は、役員会で審議決定する。

　第３０条　この定款は平成２３年　５月１５日より発行する。

　　　　　　　昭和３５年　６月２８日　施行
　　　　　　　昭和４９年１０月　９日　改定
　　　　　　　平成２３年　５月１５日　改定
奥武蔵アマチュア無線クラブ細則

入会手続

第1条 正クラブ員の入会申し込みは、別に定める入会申込書に、会費を
添えて会長に提出するものとする。

　第２条　　会長は、入会申し込みがあったときは、役員会で審査の上会員名簿に登録し

申込者にその旨を通知する。
　第３条　　特別クラブ員の推挙が決定したときは、その旨を本人に通知し、推薦状を
贈呈する。

会　　費

第4条 　　正クラブ員の納入する会費は、会計年度毎に総会で決められた金額を
毎年度６月１５日迄に納入する。

　　　　　　　

役員の任務

　第5条　　会長は、このクラブを代表し、その事務を統括し、総会及び役員会を招集する。

　第6条　　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。

　第7条　　会計は、決算、金銭の出納、正クラブ員の掌握、その他会計一般に関する

事項を担当する。

　第8条　　会計監査は、随時、又は少なくとも年２回以上会計事務の適正を計る。

　第9条　企画室は、次の事項を担当する。

　　　　　　　1．人事、文書、会議その他一般事務に関する事項。

　　　　　　　2．機関紙、その他刊行物の編集発行に関する事項。

　　　　　　　3．移動実験の企画実施。

　　　　　　　4．物品の保管管理。

　　　　　　　5．その他、クラブ運営に関する事項の企画実施。

そ　の　他
　

　第10条　クラブ局の運用細則は、別途定める。

　第１1条　この細則は、平成２３年　５月１５日より実施する。

　　　　　　　　　　　　昭和３５年　６月２８日　施行

　　　　　　　　　　　　昭和４９年１０月　９日　改定
　　　　　　　　　　　　平成　６年　９月１８日　改定
　　　　　　　　　　　　平成２３年　５月１５日　改定
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